
那珂市高齢者福祉施設等物価高騰緊急支援金交付要綱 

令和４年１１月２４日 

告示第１５８号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、コロナ禍において電力や燃料費、食料品などの物価高騰の影

響を受けている高齢者福祉施設等に対し、予算の範囲内で那珂市高齢者福祉施設

等物価高騰緊急支援金（以下「支援金」という。）を交付することに関し、那珂

市補助金等交付規則（平成１３年那珂町規則第１９号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 支援金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、令和４

年１０月１日時点において、次の各号のいずれかに該当し、市内に所在する事業

所又は施設を運営する代表者とする。 

（１） 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８条第

２項に規定する訪問介護を行う事業所 

（２） 法第８条第３項に規定する訪問入浴介護を行う事業所 

（３） 法第８条第４項に規定する訪問看護を行う事業所 

（４） 法第８条第７項に規定する通所介護を行う事業所 

（５） 法第８条第８項に規定する通所リハビリテーションを行う事業所 

（６） 法第８条第９項に規定する短期入所生活介護を行う事業所 

（７） 法第８条第１０項に規定する短期入所療養介護を行う事業所 

（８） 法第８条第１１項に規定する特定施設入居者生活介護を行う事業所 

（９） 法第８条第１５項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う

事業所 

（１０） 法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介護を行う事業所 

（１１） 法第８条第１８項に規定する認知症対応型通所介護を行う事業所 

（１２） 法第８条第１９項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所 

（１３） 法第８条第２０項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所 

（１４） 法第８条第２４項に規定する居宅介護支援を行う事業所 

（１５） 法第８条第２７項に規定する介護老人福祉施設 

（１６） 法第８条第２８項に規定する介護老人保健施設 

（１７） 法第８条第２９項に規定する介護医療院  

（１８） 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「老人福祉法」という。）

第２０条の４に規定する養護老人ホーム  

（１９） 老人福祉法第２０条の４に規定する施設であって、養護老人ホームの

設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１９号）第１２条第２項に

規定する盲老人ホーム 

（２０） 老人福祉法第２０条の６に規定する軽費老人ホーム 

２ 前項の規定にかかわらず、那珂市医療機関等物価高騰緊急支援金交付要綱（令

和４年那珂市告示第１５６号）又は那珂市障害者福祉施設等物価高騰緊急支援金



交付要綱（令和４年那珂市告示第１５７号）による支援金（以下「他支援金」と

いう。）の交付を受けた者は、支援金の交付の対象としない。ただし、他支援金

の交付を受けた者と、事業会計等が分離している場合は、この限りではない。 

（支援金の額等） 

第３条 支援金の額は、別表のとおりとする。 

２ 支援金の交付は、同一の交付対象者に対して１回に限るものとする。 

（交付申請） 

第４条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、那珂市

高齢者福祉施設等物価高騰緊急支援金交付申請書兼請求書（様式第１号）を、市

長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。 

（交付決定等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、

支援金を交付することが適当であると認めるときは、支援金の交付を決定し、那

珂市高齢者福祉施設等物価高騰緊急支援金交付決定通知書（様式第２号）により、

速やかに申請者に通知し、支援金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し及び返還） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 虚偽その他不正な手段により支援金の交付の決定を受けたとき。 

（２） その他支援金の交付が適当でないと市長が認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、那珂市高齢者福祉施

設等物価高騰緊急支援金交付決定取消通知書（様式第３号）により交付決定を受

けた申請者に通知するものとし、既に交付した支援金があるときは、市長が指定

する期日までに当該支援金の全部又は一部を返還させることができる。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

  



別表（第３条関係） 

サービス種別 支援金の額（円） 

入所系サービス 

定員５０人以上 ６００，０００ 

定員２０人以上４９人以下 ３６０，０００ 

定員１９人以下 ２４０，０００ 

通所系サービス ２４０，０００ 

訪問系サービス １２０，０００ 

（注） 

１ 入所系サービスとは、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、盲老人

ホーム及び軽費老人ホームを運営する事業所又は施設をいう。 

２ 通所系サービスとは、通所リハビリテーション、通所介護、短期入所生活介

護、短期入所療養介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び小規

模多機能型居宅介護を運営する事業所をいう。 

３ 訪問系サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び定期巡回・随

時対応型訪問介護看護、居宅介護支援を運営する事業所をいう。  


